
防衛省設置法等の一部を改正する法律案

【人的基盤の抜本的強化】
〇手当の新設：航空管制官手当（仮称）の新設
〇手当の引上げ：航空手当・予備自衛官手当・即応予備自衛官手当の引上げ
○指定場所生活調整金（仮称）の新設
○自衛官候補生の廃止
○自衛官の定年退職等後の再任用の見直し：定年退職等した後に自衛官としての勤務から一旦離れた者にも対象を拡大
〇勤続報奨金の支給対象の拡大：即応予備自衛官のみに支給している勤続報奨金を予備自衛官にも支給
〇予備自衛官事業継続給付金（仮称）の新設：個人事業主など自ら事業を営む予備自衛官等に給付金を支給
○防衛大学校の学生の外国士官学校の留学費用償還制度の新設

【自衛隊の組織改編】
〇自衛官定数の変更
〇陸自：補給統制本部の補給本部（仮称）への改編
〇海自：水上艦隊（仮称）・情報作戦集団（仮称）の新編
〇空自：航空総隊の改編
【同志国等との協力強化】
〇イタリアとの物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ※）に署名。これを機に、国内実施法における締約国ごとの規定の
統合等（いわゆる共通規定化）。これまでの締結国は、米、豪、英、加、仏、印、独の７か国

〇装備移転や研究開発のための航空機・船舶の関連法令の適用除外規定の整備
※ＡＣＳＡ：Acquisition and Cross-Servicing Agreement
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